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イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
デ
ジ
タ
ル

社
会
に
お
け
る
公
的
基
盤
で
あ
る
。

医
療
分
野
に
お
い
て
も
、マ
イ
ナ
保
険

証
は
、わ
が
国
の
医
療
D
X
を
進
め
る

上
で
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
、電
子
処

方
箋
や
電
子
カ
ル
テ
の
普
及
・
活
用
の

核
と
な
る
。マ
イ
ナ
保
険
証
と
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
の
利
活
用

に
よ
り
、患
者
本
人
の
薬
剤
や
診
療
の

デ
ー
タ
に
基
づ
く
良
い
医
療
、な
り
す

ま
し
の
防
止
な
ど
、患
者
・
医
療
現
場
に

と
っ
て
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

紙
の
保
険
証
の
場
合
よ
り
も
医
療
費

の
節
減
に
資
す
る
こ
と
、過
去
の
お
薬

情
報
や
健
康
診
断
・
検
査
の
結
果
を
見

ら
れ
る
た
め
的
確
な
治
療
に
役
立
つ
こ

と
、高
額
医
療
の
場
合
に
認
定
証
発
行

な
ど
の
手
続
無
し
に
窓
口
で
限
度
額
を

超
え
る
自
己
負
担
支
払
い
の
免
除
を
受

け
る
こ
と
―
―
も
可
能
に
な
る
。

　

現
行
の
健
康
保
険
証
は
、2
0
2
4

年
12
月
2
日
に
発
行
が
終
了
し
、マ
イ

ナ
保
険
証
を
基
本
と
す
る
仕
組
み
に

移
行
す
る
。本
年
12
月
1
日
の
時
点
で

手
元
に
あ
る
有
効
な
保
険
証
は
、経
過

措
置
と
し
て
最
長
1
年
間（
25
年
12
月

1
日
ま
で
）は
使
用
可
能
と
さ
れ
、マ

イ
ナ
保
険
証
を
保
有
し
な
い
方
に
は

申
請
に
よ
ら
ず
資
格
確
認
書
が
発
行

さ
れ
る
。

　

し
か
し
、マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
状

況（
1
月
19
日
医
療
保
険
部
会
資
料
）

を
見
る
と
、オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
利

用
件
数
50
以
上
等
の
保
険
医
療
機
関
・

保
険
薬
局（
施
設
数
14
万
2
9
7
0
）

の
5
割（
薬
局
72
・
4
%
、医
科
診
療
所

44
・
9
%
、病
院
21
・
9
%
、歯
科
診
療
所

28
・
6
%
）が
3
%
未
満
と
極
め
て
低

い
。診
察
券
と
の
一
体
化
や
会
計
シ
ス

テ
ム
と
の
連
携
の
た
め
改
修
費
用
が

高
い
こ
と
な
ど
か
ら
、医
療
機
関
等
に

カ
ー
ド
読
み
取
り
機
器
が
設
置
さ
れ

て
い
な
い
と
こ
ろ
も
い
ま
だ
に
多
い
。

ま
た
、窓
口
で「
保
険
証
お
持
ち
で
す

か
?
」と
患
者
に
聞
く
、医
療
機
関
の
窓

口
掲
示
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
マ
イ
ナ

カ
ー
ド
の
持
参
を
案
内
し
て
い
な
い
、

と
い
っ
た
施
設
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　

他
方
、患
者
側
に
と
っ
て
は
、保
険
証

廃
止
の
現
実
感
が
い
ま
だ
に
な
く
、別

人
へ
の
ひ
も
付
け
問
題
な
ど
ト
ラ
ブ
ル

へ
の
不
安
も
あ
り
、マ
イ
ナ
保
険
証
へ

の
移
行
が
遅
れ
て
い
る
。特
に
若
年
層

で
、マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
持
参
・
携
行
習
慣

が
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

全
医
療
機
関
に
対
し
、自
主
的
な
目

標
設
定
に
活
用
で
き
る
利
用
実
績
の

通
知
が
始
ま
る
が
、国
が
先
頭
に
立
っ

て
、医
療
機
関
・
薬
局
、保
険
者
、経
済

界
が
一
丸
と
な
り
、よ
り
多
く
の
国
民

が
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
に
よ
る
メ

リ
ッ
ト
を
実
感
で
き
る
よ
う
、国
費
に

よ
る
補
助
や
広
報
体
制
の
拡
充
な
ど

き
め
細
か
い
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
等

は
、24
年
10
月
頃
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
対
象
者（
マ

イ
ナ
カ
ー
ド
未
取
得
・
マ
イ
ナ
保
険
証

未
登
録
）情
報
を
定
期
的
に
保
険
者
へ

提
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

健
保
組
合
に
お
い
て
は
、原
則
本
年

4
月
ま
で
に
登
録
済
デ
ー
タ（
漢
字
氏

名
、カ
ナ
氏
名
、生
年
月
日
、性
別
、住
所

の
5
情
報
）の
全
件
に
つ
い
て
住
民
基

本
台
帳
情
報
と
の
照
合（
J

−

L
I
S

照
会
）を
終
了
し
、本
年
5
月
上
旬
頃

か
ら
全
加
入
者
に
対
し
て
、資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
送
付
時
に
個
人
番
号
の

下
4
桁
を
送
付
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

被
保
険
者
等
に
対
す
る
情
報
提
供

と
啓
発
に
取
り
組
み
、マ
イ
ナ
保
険
証

の
利
用
促
進
を
呼
び
か
け
る
な
ど
、マ

イ
ナ
保
険
証
へ
の
移
行
促
進
に
万
全

を
期
し
た
い
。

マ

マイナ保険証への円滑な移行を

199

視 

点




